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区のお知らせ

第510号( 1)

足 立 区
編集/企画部広報課
足立区千住一丁目50
( 882) 1111
第二庁舎　( 889) 6161

人 口 ・ 面 積( 55. 5. 1)

世 帯　209, 387
人 口　625, 788
男　316, 673
女　309, 115

面 積　53. 25 ㎞2
人口密度11, 751人/㎞2

投票日は6 月22 日
みんなの参加

明るい選挙 衆
議
院
議
員
選
挙

参
議
院
議
員
選
挙

最
高
裁
国
民
審
査

第

三

卜

六
回

衆

議

院

議

員

総

選

挙

が

六
月

二

目

に
公

示

さ
れ

、

ま

た

第

十

二

回

参

議

院

継

員

通

常

選

挙

が
・

月
・
・
。

十

日

に

公

示

さ

れ
ま

し

た

の

で

、

投

票

は

、

六
月

・
・
1

二

口
(
口
)
同
口
に
行
わ
れ
ま

す
。
同
時
に
最
高
齠
粐
凧
裁
判

官

国

民

審

査

も
行

わ

れ

ま

す

。今

回

の

選

挙

は
'
　
3

政

の

方

向

を

き
め

る

、

八
十

年

代

初

頭

の

掫

要

な
逸

挙
で

す

。

剛

民

主
権

の

扣

い
手

で

あ

る

私

た

ち

は

、

参

政
権

の

行

使

の

た

め

に
必

ず

投

憮

し
ま

し

ょ

う

。

同
日
選
挙
で

四
つ
の
投
票

当
初
、
黔
議
院
議
貝
遘
挙
が
ヒ
月

七
口
に
仔
期
満
了
に
な
る
た
め
、
六

月
一
卜
九
日
に
行
わ
れ
る
予
定
に
な

‥
て
廴
ま
し
た

と
こ
ろ
か
五
月
十

六
日
に
内
閣
不
信
任
案
か
可
決
さ
れ

た
た
め
、
憲
法
の
定
め
に
よ
り
卜
几

日
に
衆
議
院
か
解
散
さ
れ
、
四
卜
囗

以
内
に
総
選
挙
か
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
气

そ
こ
で
、
最
終
的
に

衆
議
院
議
員
選
挙
と
参
議
院
議
員
選

挙
が
、
六
月
二
上
百
、
同
日
に
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

衆
議
院
讃
員
選
挙
は
、
峨
後
十
四

同
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
、
任
期
満
了

に
よ
る
選
挙
は
、
昭
和
五
十
一
年
十

二
月
に
執
行
さ
れ
た
第
一
二
十
四
回
の

み
で
す
'

の
他
は
す
べ
て
解
散
に

よ
る
も
の
で
す
が
、
今
回
の
よ
う
に

内
閣
不
信
任
案
の
可
決
に
よ
る
解
敵

は
、二
同
の
前
例
か
あ
る
だ
け
で
す
。

昭
和
二
十
(
年
以
来
で
す
か
ら
、
実

に
二
十
七
年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。
ま

た
任
期
七
ヵ
月
で
剛
敵
し
た
の
は
。

昭
和
二
十
八
年
に
任
期
六
ヵ
月
で
解

敵
し
た
の
に
次
ぎ
ま
す
。

衆
議
院
議
員
選
挙
と
参
議
院
議
員

選
挙
が
、
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
る
の

は
。
昭
和
二
十
二
年
四
月
の
憲
法
皀

行
に
伴
う
選
挙
と
昭
和
二
十
(
年
四

月
の
選
挙
で
す
か
、
こ
れ
ら
は
選
挙

運
勳
期
閧
が
だ
ぶ
っ
て
い
た
だ
け
で

投
票
日
は
五
日
ほ
と
す
れ

て

い
ま

す
。
今
回
の
よ
う
に
投
票
日
が
同
じ

で
あ
る
、同
日
選
挙
は
初
め
て
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
わ
か
風
の
選
挙
史

上
異
例
の
衆
議
院
議
貝
選
挙
、
参
議

院
議
員
選
挙
地
方
区
、
お
よ
び
全
国

区
、
最
高
蔵
判
所
裁
判
官
国
民
審
脊

の
四
つ
の
投
票
と
な
り
ま
す
。

あ
な
た
も
国
政
を

き
め
る
投
票
を

同
日
選
挙
は
、
国
際
緊
張
が
再
燃

し
、
石
油
不
足
・
イ
ン
フ
レ
が
心
配

さ
れ
、
ま
た
政
冶
倫
理
の
向
L
が
叫

ば
れ
て
い
る
現
在
、
政
治
を
見
直
す

好
機
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
今
後
の

口
本
と
と
も
に
歩
む
国
会
議
員
を
遘

ぶ
、
投
票
に
参
加
し
ま
し
I
つ
。

衆
議
院
議
員
選
挙
は
百
三
十
選
挙

区
。
総
定
数
五
百
十
一
人
で
す
。
唄

京
都
第
卜
区
(
足
立
・
葛
飾
・
江
戸

川
区
)
は
定
数
五
人
で
す
。

参
議
院
議
貝
選
挙
は
任
期
か
六
服

で
、
三
年
ご
と
に
地
方
区
百
九
十
二

人
、
全
国
区
百
人
の
定
数
の
半
数
に

あ
た
る
地
方
区
七
十
六
人
、
全
国
区

五
十
人
を
改
選
す
る
も
の
で
す
。
地

方
区
の
う
ち
東
京
都
選
出
議
員
は
(

人
の
定
数
の
半
数
、
四
名
が
選
挙
さ

れ
ま
す
。

最
高
裁
判
所
裁
判
官
風

民

審

査

は
、
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議

院
議
貝
選
挙
の
際
に
行
わ
れ
ま
す
。

前
回
の
選
挙
以
降
任
命
さ
れ
た
四
名

の
裁
判
官
が
、審
査
に
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
投
票
は
、
他
の
選
挙
と
異
な

り
、
投
票
用
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る

裁
判
官
に
っ
い
て
、
や
め
さ
せ
た
い

場
合
は
×
印
气

や
め
さ
せ
た
く
な

い
場
合
は
同
に
も
か
か
な
い
で
投
票

し
ま
す
。

投
票
で
き
る
人

今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は

日
本
鳳
民
で
、
満
二
十
歳
以
h
の
人

で
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
人
で
す
。

足
立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
人
は
、
昭
和
五
十
五
年
二

月
二
十
(
日
以
前
に
、
足
立
区
の
住

民
幕
本
台
帳
に
登
載
(
転
入
届
を
提

出
)
さ
れ
、
五
月
二
十
べ
日
ま
で
引

続
き
住
所
を
有
す
る
人
で
、
昭
和
三

十
五
年
六
月
二
十
三
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
す
。

転
出
・
転
入
者

今
回
は
、
い
ず
れ
も
国
の
選
挙
で

す
の
で
、
名
簿
登
録
者
で
あ
っ
て
。

昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
二
日
以
降

足
立
区
か
ら
、
他
区
市
町
村
に
転
出

し
た
人
で
(

転
出
し
て
も
四
ヵ
月
間

は
登
録
さ
れ
て
い
る
)
二
月
二
十
八

口
ま
で
に
転
入
屆
を
し
な
い
た
め
登

録
さ
れ
な
い
人
は
、
足
立
区
の
元
の

投
票
所
で
投
票
で
き
ま
す
。

同
じ
く
、
名
簿
登
録
者
で
二
月
一
。

卜
(
日
ま
で
に
転
入
屆
を
し
な
い
た

め
、
足
立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
な
い
人
は
、
元
の
住
所
地
で
投

明
か
で
き
ま
す
。
・
`
話
な
ど
で
問
い

忿
せ
て
く
だ
さ
い
。

在
宅
(
郵
便
)
投
票

か
ら
だ
の
不
自
由
な
方
の
う
ち・
、

次
に
該
当
す
る
大
は
家
に
い
た
ま
ま

郵
便
で
投
票
で
き
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
摂
を
お
持
ち
の
人

兄

①
雨
下
肢
・
ま
た
は
体
幹
の
障

害
が
一
級
ま
た
は
二
級
。
②
心
臓
、

じ
ん
臓
、
ま
た
は
呼
吸
器
の
障
害
が

‘級
ま
た
は
二
級
の
人
、
峨
傷
病
茜

手
帳
を
お
持
ち
の
人
で
前
記
①
・
②

に
串
ず
る
人
。

該
当
す
る
人
は
、
郵
便
投
票
証
明

壽
が
必
要
で
す
。

投
票
日
当
日

用
事
の
あ
る
人
は

不
在
者
投
票
を

投
票
日
当
口
、
次
の
理
由
に
よ
り

投
票
か
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
人
は

あ
ら
か
じ
め
不
在
荷
投
票
が
で
き
ま

す
。

▽
投
票
区
城
外
で
仕
事
に
従
事
中
の

人
▽
結
婚
式
、
法
事
で
旅
行
中
の
人

▽
出
産
、
病
気
な
ど
で
歩
行
か
困
難

な
髱

▽
足
立
区
か
ら
転
出
し
だ
人
で
、
足

立
区
で
投
票
で
き
る
人

不
在
者
投
票
の
受
付

期
間
　
五
月
・
】
卜
日
玉
(
月
二
大

囗
、
た
だ
し
衆
議
院
議
員
選
挙
は

六
月
一
日
、
最
高
歃
国
民
審
査
は

六
月
七
百
か
ら
で
す
。

時
間
　
午
前
(
時
三
十
分
丿
午
後
五

時
(
土
曜
、
日
曜
日
も
同
じ
)

場
所

足
立
区
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
(
足
立
区
役
所
三
階
)

入
場
整
理
券

入
場
整
理
券
は
六
月
1
-
-
。
日
ご
ろ

発
送
し
ま
す
。
郵
便
事
情
の
都
合
で

三
、
四
日
か
か
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

万
一
紛
失
し
た
人
、
な
ん
ら
か
の

嘔
慱
で
届
か
な
か
っ
た
人
も
投
票
資

格
の
あ
る
人
は
、
当
然
投
票
か
で
き

ま
す
の
で
、
当
日
投
票
所
の
調
査
係

ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
再
発
行

し
ま
す
。

※
選
挙
に
つ
い
て
の
問
い
合

わ
せ

は
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
。

あ
な
た
の一
票
が
あ
す
の
日
本
を
つ
く
り
ま
す

公
園
プー
ル
オ
ー
プン

暑
い
夏
が
も
う
す
ぐ
や
っ
て
き

ま
す
。
今
年
も
公
園
プ
ー
ル
を
次

の
と
お
り
開
設
し
ま
す
、

開
設
期
間
　
七
月
盲
?
八
月
三

ト
ー
囗
(
た
だ
し
、匕
月
二
1
>

目
、八
月
四
日
、(
月
|
-
八

口
は
、プ
ー
ル
、機
械
保
守
点

検
の
た
め
休
み
ま
す
)

公
園
プ
ー
ル
所
在
地
　
▼
千
住
公

園
プー
ル
・
・
一
千
住
大
川
町
三
元
-

一
-
1
▼
千
庄
旭
町
公
園
プー

儿
・・れ

住
旭
町
・二
〇
-

▼

人
谷
田
公
園
プ
ー

ル
・・・
中
川
四

-
四
一
〒

一

▼
中
郷
公
園
プ

ー
ル
ー、・
西
新
井

上
一
九
-
一

瓦

▼
鹿
浜
校
趾
公
園
プ
ー
儿

・
=
鹿
浜
三
-

一
四
一
一

使
用
料
　

一
時
間
大
人
六
〇
円
、

小
全

言
・一円
(
中
学
生
以
下
)

団
体
貸
切
　

土
曜
・
日
曜
を
除
く

午
前
中
は
匸

一
時
間
限
度
(
有

料
)
で
団
体
貸
切
か
出
米
ま
す

団
体
申
込
受
付
　
六
月
二
十
三
日

乍
前
4
-
時
か
ら
区
役
所
階
会

継
室
で
抽
選

問
合
せ
先
　
公
園
課
管
理
係

融
資
あ
っ
せ
ん

住
宅
修
繕
宅
地
整
備
資
金

現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
の
修

繕
、
ま
た
は
宅
地
の
整
備
を
し
よ

う
と
お
考
え
の
方
で
、
資
金
不
足

で
お
困
り
の
時
、
融
賢
の
あ
っ
せ

ん
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
住
宅
　
居
住
部
分
の

床
面
積
が
百
三
十
二
平
方
㍍
以

下
で
、
全
体
の
床
面
積
の
二
分

の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
新
築
・
増
改
築
は
該
当
し

ま
せ
ん

対
象
と
な
る
宅
地
　
敵
地
面
積
か

三
百
三
十
平
方
㍍
未
爾
で
、
対

象
と
な
る
住
宅
が
建
設
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
ま
た
、
建
替
の
場

合
は
建
替
後
も
居
住
す
る
こ
と

資
格
　
▼
区
内
に
一
年
以
上
住
所

を
有
す
る
こ
と

▼
住
民
税
を

完
納
し
て
い
る
こ
と

▼
年
齢

が
二
十
歳
か
ら
六
十
四
蔵
で
あ

る
こ
と

▼
連
帯
保
証
人
を
つ

け
ら
れ
る
こ
と

融
資
額
　
二
丈
万
?
百
五
十
万
円

利
率
　
年
六
%
(
実
質
申
込
者
負

担
)

償
還
　
五
年
以
内
の
元
金
均
等
月

賦
取
扱
期
間
　
富
士
銀
行
・
足
立
偖

用
金
庫
・
足
立
農
協
の
区
内
本

支
店

申
込
方
法
　
申
込
一
(
区
民
係
ま

た
は
、
出
張
所
に
あ
り
ま
す
)

に
住
民
票
、
納
税
証
明
一
、
エ

事
見
積一
等
を
邵
え
て
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
区
民
係

目
で
見
る
区
政

施
設
見
学
会
あ
な
た
も
ど
う
ぞ

区
内
に
あ
る
、
区
や
そ
の
他
の

公
共
施
設
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く

ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
、
施
設

見
学
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
同
は
、
地
下
鉄
綾
瀬
工
場
を

含
め
て

、
次
の
要
領
で
行
な
い
ま

す
。
あ
な
た
も
ご
自
分
の
目
で
確

め
て
は
い
か
が
で
す
か
。

次
の
要
領
で
お
気
軽
に
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
込
み

は
な
る
べ
く
ご
本
人
が
お
願
い
し

ま
す
、

日
時
　
六
月
十
九
日
(
木
)
二
十

口
(
金
)
の
二
日
間
両
日
と
も
、

午
前
九
時
二
十
分
～
午
後
四
時

頃
解
散
《
竹
の
塚
》
の
予
定

※
雨
天
決
行

参
加
資
格
　
区
内
在
住
の
満
二
十

歳
以
上
の
方

定
員
　
各
日
二
十
五
名
、
計
五
十

名
た
だ
し
、
応
募
者
が
多
敵
の

場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す

見
学
施
設
　
消
費
者
セ
ン
タ
ー
、

中
央
図一
館
、
地
下
鉄
綾
瀬
工

場
、
教
育
セ
ン
タ
ー
他

申
込
方
法
　
電
話
で
広
報
課
へ
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
期
間
　
六
月
五
日
?
七
日

(七
日
は
正
午
ま
で
)

参
加
費
　
無
料
(
昼
食
は
、
こ
ち

ら
で
用
憲
し
ま
す
)

問
合
せ
先
　
広
報
課

足
立
の
花
火
大
会

昨
年
は
、
二
十
年
ぶ
り
に
復
活

し
た
花
火
大
会
で
、
夏
の
夜
の
ひ

と
と
き
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
か
、
今
年
も
仕
掛
花
火
や
ス

タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
趣
向
を

こ
ら

し
、
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ

こ
う
と
串
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、ほ
の
お
知
ら
せ
、

匕
月
二
十
日
号
に
掲
載
し
ま
す
。

開
催
日
　
八
月
二
日
(
土
)

雨
・
荒
天
の
場
合
は
三
日
、四

日
に
順
延
し
ま
す
。

場
所
　
荒
川
河
川
敷
(
西
新
井
橋

～
千
住
新
橋
間
)
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公
害
の
な
い
緑
豊
か
な
街
を

環
境
週
間

六
月
五
日

～
十
一
日

『
かけがえの
ない
地球をまもろう』を
あいこ
と
ばに
、一
九七二
年、

国
連人間
環境会
諺か鬨かれて以
来、日
本で
は毎年六月五日から十

盲
まで
を「
環境週間」と
定められ
まし
た。
i
境週
間」には、

私たちの
くらしや地域を見直し、「
健
康で文化的
な環境」「
快適

な地域
づくり」そめ
ざしてみ
んなで
考え行動していき
まし
Iつ
。

公
害
と
の

た
た
か
い

昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
、
全
国
*
■
襲
つ
た
の
は

水
俣病や四日
市ぜんそくに代
表

さ
れる厳しい公
害問題でし
た。

さ
ら
に
、
大
都
市
を
中
心
に
光
化
学
ユ
モ
y
ケ
の
被
害
者
か
続
出
し
、

こ
の時期、公害は、
生命にか
か

わる問題として大きくとり
あけ

られました。このよ
うななかで
、

しだいに公害防虍の
法律や条例

か定められ、工
場の
排煙や排水

の
規制か々
・ぴし
く行われるよう

になり
まし
气
今日
、そのこ
ろ

と比
べると・、東京で
も腎
空かみ

え
るよ
うに
なっ
た
」、「
川
に魚

か
哭
っ
て
き
た
」
と
い
っ
た
声
が
き
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
公
害
に
よ

る多くの犠牲をふまえて、

この十年余りの間に住民や自冶

体、国が力をあわせてとりくん

だ結果といえましょう。

複
雑
に
な
る

環
境
問
題

区
内
で
も
、
特
に
道
路
沿
い
に
庄
ん
で
い
る
人
々
の
多
く
は
、
自
動
眼

交
通
の
騒
音
、
振
動
、
排
ガ
ユ
の
被
害
を
日
常
的
に
う
け
て
い
ま
す
。
都

市
廿
画
道
路
の
拡
充
、
自
動
車
の
増
加
で
こ
の
傾
向
は
、
今
後
ま
す
ま
す

広
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
主
に
、
自
動
車
排
気
・
カ
ス
に
ふ

く
ま
れ
る
大
気
汚
染

物
貿[

二
酸
化

ちっ
素」は
、東
京などの
大都市

で
濃度
がたかまってい
ます。ぜ

んそく、慢
性気管支炎
といっ
た

公害病患
者かふえていて
、光化

学スモ
。ゲによるサト
イモ
やア

サ
ガオの被害
もあいか
わら
ずみ

られます
。

合成洗
剤をふくんだ排水は、

河川や海を汚濁し、赤
潮の異常

発生などで
魚かすめない状
態を

ひ
きおこ
すほ
どで
す。また、工
場

の
騒音振動とともに最近で
は、

テ
レビや自家用市の
吝な
どの近

隣騒音かふえて
います丁二
開

発
による宅地化の
進行とも、か

かわり
をもって
いるようで
す。

このよ
うに、公
害は
あいかわら

ず私
たちの
健康をじわじわとひ

し
ぱみ
、快適なくらしを奪って

い
ますか、その
大もと
が今日で

は
、日
常の
消費生沃一、地域や都

市計画の
あり方に根ざすように

なってい
るといえ
まし
Iつ
。

よ
い
環
境

す

み
よ
い

地
域

の

　
　
合
意
づ
く
り
を

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
公
害
の
な

いすみよい環境をつ
くるには、

とうすべきでし冫つか。区民の

皆さんが、各々
の地域の環境に

関心をもち、話しあい合意をし

ていくことが必要です。現在、

区では、河川や緑地など自然環

境の保護育成、さまざまな公害

の規制、これからできる高速道

路の環境保全対策などふ評画的

にすすめ。健康で安心して住め

る町づくりをめさしています。

公害や躪境問題についてのご

意見やご要望をどうぞお寄せく

ださい。
問合せ先
　環境課・
公害課緑 の 大 敵

ア メ ヒ ト 退 治 を

アメリカシロヒトリは、い

ろいろな植物の葉を食べ、食

欲か旺盛なため、樹木に大き

な被害をもたらす害虫で六月

と
(月の二
回発生し

ます。越冬し
たサナギが

臼
い小
さな娥となっ

て
産卸し
虐
ん
だ。卵

か、六月
中旬に幼虫

(毛
虫
)↓サ
ナギ↓

成虫ヽ
(蛾
)↓
卵↓
幼

虫と
な
。て
第二
回目

の
被害か
(月
に発
生

し
ます。で
すから六

月に
完全に退
冶すれ

ば
(月
にはほと
んど

発
生し
ません
。

□巣のみつけ方

アメリカシロヒトリは群ら

かって葉の裏側に巣そつくり

ます。初めは、葉の表皮だけ
を残して食べますので、その

葉は透けて見える
よ
うに々

弌
たやすく宛里
jます、

叭のうちに駆除するのぺ

假
し
効
果
的
で
す
か
ら
、
好
ん
で
産
卵
す
ろ

プ
ラ
タ
ナ
ス
、
桜
、
仙
、
柳
な
ど
は
特
に
庫
意
し

ま
し
ょ
う
。

□巣を取り
除くには

巣
ふ
・
兄
つ
け
た
ら
、

す
ぐ
に
そ
の
枝
葉
を
切
り
取
り
踏
み
っ
ぶ
す
か

焼
い
て
く
だ
さ
い
。

二・
二冂
もすると

幼虫
が敗
ごし
ま・つ

のて
(ま
たこの
時期

が最
も食
欲か旺
盛な

ときです。
)見つけ次第処分

してください。高い枝葉は高

枝バサミを使うと便利・す。

□薬剤による駆除

巣から出たアメリカシロヒ

トリは、葉そ食い荒らすため

に樹氷全体に拡がりますご
』

うなりますと、薬剤改印によ

る駆除が効果的です。

以上のよう々
方法てアメリ

カシロヒトリそ駆除し
ま
す

が、耶除など樹木の管理は樹

氷の所有餃かづっことになっ

ています。

区では、地皿で駆除する万

心にめに、動力噴霧機と薬剤

を各出張所に配備しています

ので、
ご利用
ください、
な

气
学校、公闘、街路等の樹

七はご一八
ぞれの竹皿溥が集

巾的に駅除します。

緑
1守り緑豊かな区にする

ため、緑の大敵アメリカシロ

ヒトリをみんなで退治しまし

ょう、
問合せ先
　
1
>
沢環境係

ご 協 力 く だ さ い

雑草の刈り 取り

あき地に雑草か繁茂する季節

になりまし气
あき地に繁る雑

草は、付近住民の迷惑になるぽ

かりではなく、非行の場所にな

ったり、ゴミなどが捨てられて

環境悪化の原因ともなります。

区では、あき地力管堋の適正

化に関する条例
(通称「
草刈条

例」
)にしとづぎ、随時パトロ

I
ル
を行い
雑草繁茂圸の
所有者

(管理
言
に。雑草の
除去とあ

き地々
適・卍・に管理するよ
う指導

をワ
ゾ・い
ますが、まだ雑草の

繁っている
あさ地が兄
ら・
れ
ま

す
このよ
うなあき地があり
ま

したら、その所
有片
などを環境

課まで
ご連絡ください
。

な
お、
あ
I圸を所町
(管川
)

し
て
い
る
方
で
、
自
分
自
身
で
刈
り
取
れ
な
い
方
は
、
㎡
元
十
円
力
か

託
科
で
区
が
代
わ
・
ニ
ム
リ
つ
ぴ
法
も
あ
り
ま
す
。

問
合せ
先
　生活環境係

屋外広告物には

許可が必要です

屋
外に広告物を掲出しようと

すると
きは
、美観七風致そ維持

し
、公
衆に対
する危害を防止す

る
ため
に、条例で
規制して
いま

す自分の
敷地内・
建物等に広告

物ぞ掲出
する揚
言
已
、原
則と

して
訂可
が必筏・ふ‰
K内には
、

住属
専用
地域か
特に
名い夕
。

こ
の地域で
は、
広魯物の
掲出に

つ
いて
厳し
く規制
され
て
い
ま

す、い
ままで
無届けで
掲出して

いる屋外
広告物弌
速やかに
撤

工
して
ください・

ま气
道路に、街
路樹
等の違

反屋外
広告物は、
定期的に
撤去

しますので
ご注
意く
ださい
。

区
民の皆さん、き
れい
な町
づ

くりに
ご協力ください
。

問
合せ
先
　生活環境係

緑の知識を広めよう

緑化推進講演会

皆さんに、積極的に緑の町づ

くりに取り組んでもらうため、

講演会を開倣します。ご家族や

近所の方をお誘いのうえ、ぜひ

おいでください。

なお、ご来場の先着百名の方

に岨品をさしあげます。

日時
　六月十二日
采
)午後一

時。卜分

場所
　区役所七階大会議室

対象
　区内に在住・
昆動内方

演題
　植木の碵え
方・
見分
け

万・
繁殖の仕方

講師
　都立六義幽管理所
内藤

宏氏
ぶ
講
瓜
牋
、
さ
し
木
・
つ
y
膕
の
什
方
の
実
技
を
行
い
ま
す
。

問合せ先
　緑化係

元渕江公園に
ホタルが

元
渕
江
公
園
(
保
木
間
・
>
-
一
七
上
)
で
六
月
五
日
?
二

卜
日
の
間
ホ
ク
ル
そ
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

問
合せ先
　公
園課

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

抽
選
日
変
更

月日
　六月卜九日
(木
)

場所
　産業振興館
(公会堂
)

問合せ先
　体育課

建設工事施工
統計

調査にご協力を

建
設
省
で
は
、
昭
和
一
半
年
か
ら
毎
年
全
国
の
建
設
事
業
所
(
許
可
、

登
録
(
賢
本
金
別
に
よ
り
、
各
抽
出
率
に
も
と
づ
弌
抽
出
さ
れ
た
事
業

所
)
そ
対
象
に
、
建
設
E
雅
施
工
統
計
調
査
ふ
実
施
し
て
い
ま
す
。

区
で
も
こ
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
す
で
に
対
象
事
業
所
あ

て
調
査
票
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を
卜
分
ご
理
解
の
う

え
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問合せ
先
　統計嶇

福
祉
事
業あ
ん
ない

現況届の提出を

児童手当・
児童

育成手当受給者

こ
の手当
を受
けて
い
る
方

は
、六月三十日か現況届の
提

出期限で
す
。必
ず五月下
旬に

送付した
往復
(ガキの
返信欄

「昭
和五十五
年度児童手
当
(育

成
)現況届
」の記
載事項
を確

認して
、ご返送くだ
さい
。

現況届は
、六月一
日現
在の

あなたの状況を申告する
もの

で昭
和五十五年度の手当を受

けるために必要な届けで
す
。

この
届けをしないと
、六月以

降の手
当が受けられなくなり

ます
。必ず届け出て
ください
。

ま气
児
童手当・
児童育成

手当
金
、昭
和五十五
年六月
期

夊払
分
(昭和五
卜五
年二月
?

五月
)は
、受
給茜自身で
指定

した
金・融機関の預
金口
座に
、

六月十二日に
振り込み
ます
。

お受け取りくだ
さい
。

問合せ先
　児童手当係

寝たきりのお年寄に

ふとん丸洗い・
乾燥消毒

老すいや傷病のため
、寝た

きりのお年寄に「ふとん丸洗

い・
乾燥消毒唄業
」を行って

います
。
実施の
方法は
、区から委託

を受けた専門の
業
者が皆さん

の
お宅に伺って
、使用して
い

る寝具類を預かり
、丸洗い・

乾燥消
4して
その日のうちに

お届けします
。ご利用を希望

する方は
、所定
(老人福祉係

に
あり
)の
申詞書を老人福祉

係へ
提出して
ください
。なお
。

月
ごとの
実施日
な
どは
、申請

者本人にお知らせ
します
。

利
用
で
き
る
方
　
ぼ
内
在
住
の
六
十
五
歳
以
上
の
在
宅
者
で
、
六

ヵ月以上
寝たきりの
状態に

画る方
(老人
福祉手当受給

者およぴ
、これに凖
ずる方
)

事業の内
容
　敷
布団
、掛布団
、

マ
yドレス
、毛
布各一
枚を

毎月一回
、年閥を通じて行

います
料金
　無料

申請に必要なもの
　印かん

申
請
・
問
合
せ
先
　
老
人
福
祉
係

身体障害者手帳・

愛の手帳は

お持ちで
すか

身体障害者
(児
)の方や
、

精神薄弱者
(児
)の万か
、い

ろいろな更生援護を受けるた

めの手帳を交付しています
。

身
体
障
害
者
手
帳
…
身
体
障
害
者

(児
)の方に交付される
も

ので
、手帳をお持ちになる

七「その
障害の
程度により
、

補装具の
交付や
、交通機関

の
料金割引
、各顧の
税の
減

免などの
援護が受
けられま

す
。申請は各福祉事務所へ
。

愛
の
手
帳
…
梢
神
薄
弱
者
(
児
)

に交付
されるもので
、手帳

をお持
ちになると
、交通機

関の料
金割引
や各種の
税の

減免な
どの
援護
か受
けられ

ま
す
。

申請先
　▽
十
(歳未
膺の方

・
:台
東児
童相
談所
(営
(

四二
圭二五四一
)
▽十
(

歳以上の方
…心
身障害

者福祉センタ
ー
(曾二〇

三上
(一
四一
)

問合せ先
　各福祉事務所

巡回入浴サービス

稷たきりのお年寄に入浴し

ていただくため
、送迎バスに

乗って
、「老人会館
」および

「足立新生芦
に行き
、寝た

まま入浴できる制度と
、送迎

が困難な場合
、直接対象の方

のお宅へ
浴槽を持ち込み
、入

浴を行う二つの巡回入浴サ
ー

ビユの制度かあります
。

対象
区内
在住の六
卜五
歳以

上の
寝たきりのお年寄で
、

医
師か
入浴可
能
と認
めた

方
、原則として
、家族一
名

か介護者として
、付・添い人

浴をお願いします

問合せ
先
　老人福祉係



区 の お 知 ら せ第510 号( 3)

健康なからだは

ふだんの心がけで
あ
な
た
も

健
康
診
断
を

日
頃
、
健
康
診
断
の
機
会
に
恵
ま

れ
な
い
七
婦
、
自
営
業
、
商
店
で
勳

ら
い
て
い
る
方
な
ど
か・
対
象
に
、
区

民
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。
都
合
の

よ
い
会
場
で
受
け
て
く
だ
さ
い
、

日
時
・
場
所
　
左
下
表
の
と
お
り

検
査
内
容
　
こ
ヶ
ス
線
間
接
撮
影

(
士
(
歳
以
L
の
方
)
、血
圧
測

定
、
尿
検
査
、
歯
科
検
診

气

卜

歳
以
上
の
方
)

※
検
査
の
結
果
、疑
わ
し
い
方
は
、

後
口
精
篤
検
査
ふ
受
け
て
い
た
だ

き
ま
す
。

費
用
　

無
料

受
付
時
間
　
午
後
一
時
四
卜
配
分
～

二
時
三
十
分

《
ご
注
意
》
①
エ
ッ
ク
ス
線
撮
彫
を

行
い
ま
す
の
で
、
卒
具
類
の
っ
い

て
い
な
い
下
着
ふ
着
用
し
て
く
だ

さ
い

②
会
場
に
は
、
駐
市
鳩
か

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
自
動
車
、
バ

イ
ウ
な
ど
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

③
必
ず
上
ぱ
き
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
(
保
健
所
、
保
健
相
談
所
は

不
要
)

④
十
月
八
日
(
江
北
保

健
相
談
所
)
お
よ
び
十
月
卜
四
日
(

桑
袋
小
学
校
)
は
婦
人
健
診
日

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係
、
足
立
保

健
所
(

　
(
五
五
F
四
一
五
二

千
住
保
健
所
(
　
八
(
(
1

四
一

七
七
)

胃
の
検
診
・

子
宮
が
ん
検
診

□
胃
の
検
診

検
診
日
・
場
所

▽
七
月
四
日
・
(

日
・・・
東
京
都
が

ん
検
診
セ
ン
タ
ー
(

御
茶
ノ
水
)

▽
七
月
七
日
・・・
江
北
保

健
相
談

所
(

検
診
車
)

▽
七
月
(
日
=
・

千
佳
保
健
所
(
検
診
車
)

▽
七

月
十
六
日
・
二
十
三
日
・・・
足
立
保

健
所
(
検
診
車
)

▽
七
月
ニ
ト

一
日
:
ヽ
東
和
保
健
相
談
所
(

検
診

ホ
)

対
象
　
区
内
在
住
の
満
三
十
五
歳
以

上
の
方
で
、
過
去
一
年
以
内
に
胃

の
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

定
員
　
検
診
車
、
東
京
都
か
ん
検
診

セ
ン
タ
ー
と
も
各
四
十
名

費
用
　
無
料
(
精
密
検
査
が
必
要
な

場
合
は
自
己
負
担
)

※
注
意
事
項
　
胃
の
手
術
を
し
た
方

や
胃
病
で
治
療
中
の
方
は
検
診
で
き

ま
せ
ん

申
込
期
間
、
申
込
方
法
、
問
い
合
せ

先
は
、
子
宮
が
ん
検
診
と
同
じ

□
子
宮
が
ん
検
診

対

象
　

区

内

在

住

の

禹

三

十

歳

以

上

の

女

性

の

方

で

、
過

去

一
年

以

内

に

子

宮

が

ん

検

診

を
受

け

て

い

な

い

方

検

診

場

所

・

検

診

日

・

定

員

▽
保
健
セ
ン
タ
ー
・
・
・
七
月
の
毎
週

金
曜
日
(
各
二
十
五
名
)
▽
東

京
都
か
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
・
:
(
七

月
三
日
・
=
三
十
五
名
、十
七
日
・
・
・

七
十
五
名
、十
(
日
…
七
十
二
名
、

二
十
三
日
・
三
十
五
名
、二
十
四

日
・
・・
七

十

五

名

、
一
・
4

五

日
・
・一
七

十

二

名
)

費

用
　

無

料
(

精

密

検

査

が

必

要

な

場

合

は

自

己

負

担
)

※

注

憲

事

項

生

理

中

の

方

や

婦

人

科

医

で

治

療

中

の

万

は

検

診

で

き

ま

せ

ん

申
込
期
間
　
冐
の
検
診
と
も
七
月
石

日
?
十
一
日
<
当
日
消
印
有
効
)

申

込

方

法
　

冐

の

検

診

と

も

往

復
(

ガ
キ
(
下
記
記
入
例
を
参
考
)
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、
抽

選
と
な
り
「
胃
の
検
診
は
希
望
日

以
外
の
日
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。な
お
、一
枚
の
(
ガ
キ
で
冐

の
検
診
と
子
宮
が
ん
検
診
の
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

申
込
・
問
合
せ
先
　
胄
の
検
診
と
も

保
健
セ
ン
タ
ー
(
I
y

121
伊
興
町
前

沼
一
一
五
七
生
(

　
(
五
五
-

四
一
五
一
)

ハガキの記入例

子 宮 がん 検 診 の 嶋 合 は 、「 千 宮か ん 検 診 希 望 」 と 書 く

健 康 診 断 日 程 表

糖
尿
病
教
室

日
時
　
六
月
十
三
日
(
金
)
・
二
十

日
(
金
)
・
二
十
七
日
(
金
)
、

一
教
室
三
日
制
、時
間
は
午
後
一

時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

場
所
　
足
立
保
健
所
栄
養
室

内
容
　
▽
何
を
ど
の
く
ら
い
食
べ
れ

る
か

▽
食
品
交
換
表
の
使
い
方

▽
調
理
実
演

費
用
　
無
料

申
込
方
法
　
(
ガ
キ
に
住
所
、氏
名
、

年
齢
、
瞿
話
番
号
を
記
入
し
て
申

し
込
み
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
保
健
所

(
〒

121

伊
興
町
前
沼
一
一
五
七
1

六

　
(
五
五
-
四
一
五
一
)

看
護

教

室

日
時
　
六
月
二
十
三
日
(
月
)
・
三

十
日
(
月
)
「午
後
一
時
三
十
分
～

四
時

場
所
　
千
住
保
健
所
(
講
堂
)

対
象
　
区
内
在
住
の
婦
人

募
集
人
員
　
約
三
十
名

内
容
　
中
高
年
の
婦
人
の
健
康
二

日
目
婦
人
の
ガ
ン
(
自
己
発
見
法
)

・
二
日
目
更
年
期
の
す
ご
し
方
と

腰
痛
体
操

費
用
　
無
料

申
込
方
法
　
一
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
僅
保
健
所
業

務
係

　
(
(
(
-
四
二
七
七

国
民
年
金
特
例
納
付
に
骸

当
す
る
方
、
相
談
は
お
気
軽

に
電
話
を
。

特
例
納
付
相
談
専
用
電
話
…

八
七
〇
エ
(
七
六
―二

高
血
圧
の

た
め
の
栄
養
教
室

日
時
　
六
月
十
日
・
十
七
日
・
二
十

四
日
・
三
十
日
、
時
間
は
い
ず
れ

も
午
後
一
時
三
十
分
I
二
時
三
十

分
(
四
日
で
I
コ
ー
ス
)

場
所
　
中
央
本
町
保
健
相
談
所

内
容
　
高
血
圧
に
つ
い
て
、
高
血
圧

予
防
の
食
生
活
(一
日
の
塩
分
甼

味
つ
け
な
ど
)
、
調
理
実
演
な
ど

定
員
　
二
十
五
名

費
用
　
無
料

申
込
方
法
　
一
話
で
ど
う
ぞ

申
込
・
問
合
せ
先
　
中
央
本
町
保
健

相
談
所

　
(
(
〇
-
二

六
五

伊
豆
高
原
あ
だ
ち
荘
は
、六

月
二
十
日
洸
二
十
日
ま
で
館
内

補
修
工
事
の
た
め
、
休
館
し
ま

す
、
く
わ
し
く
は
、
国
民
健
康

保
健
課
庶
務
係
へ

。

ひろば

☆
女
性
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
を
つ

く
り
ま
せ
ん
か

梅
田
近
隣
の
万
で
、
日
曜
日
に
練

習
で
き
る
方
。
初
心
者
、
経
験
者
、

中
・
高
年
を
問
い
ま
せ
ん
。
コ
ー
チ

か
指
導
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
武
井
(
　
(
(
九
i
四

四
五
九
)

☆
区
民
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
の
夕
べ

日
時
　
六
月
十
二
日
(
木
)
・
二
十

六
口
(
木
)
、午
後
六
時
三
十
分
?

九
時

場
所
　
千
寿
第
三
小
学
校
体
育
館

対
象
　
十
六
歳
以
上
の
区
民
(

初
心

者
歓
迎
)

そ
の
他
　
参
加
無
料

。
上
履
き
用
達

動
靴
を
持
参
す
る
こ
と

問
合
せ
先
　
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ヽ
三

連

盟
(

　
八
八
一
―
九
〇
六
五
)

※
こ
の
ほ
か
、
毎
週
日
噌
日
(
千
寿

小
学
校
)
・
毎
週
火
昭
日
(
梅
島
第

・
小
学
校
)
も
あ
り
ま
す
(
有
料
)

☆
区
内
N
O
2

の
一
斉
測
定

日
時
　
六
月
五
臼
(
木
)
午
後
五
時

上
(
日
(
古

午
後
五
時
ま
で

場
所
　
区
内
子
五
百
か
所

方
法
　
カ
プ
セ
ル
に
よ
る
簡
易
測
定

問
合
せ
先
　
大
気
汚
染
測
定
足
立
実

行
委
員
会
(
　
(
五
〇
一
七
三

三
)

☆
不
用
品
の
寄
付
に
ご
協
力
を

足
立
区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ
の

技
能
グ
ル
ー
プ
で
は
、家
庭
で
の
不

用
品
を
求
め
て
い
ま
す
。

不
用
品
受
付
日
時
　
毎
月
第
三
木
曜

午
前
十
時
～
正
午
(
雨
天
中
止
)

受
付
場
所
　
青
年
館
・
福
祉
事
務
所

問
合
せ
先
　
千
葉
(
　
九
一
九
-
七

三
九
七
)
・
小
林
(
　
八
(
七
-

五
七
四
四
)

投
稿
規
定
　
▼
サ
ー
ク
ル
情
報
、
行
事
、
催
し
も

の
、
講
習
会
等
の
案
内
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
▼
(
ガ

キ
ま
た
は
封
書
で
百
四
十
字
以
内
▼
住
所
、
氏
名
、

団
体
名
、
電
話
番
号
、
費
用
(
金
額
・
使
途
)
を
明

記
▼
営
利
、
宗
教
、
政
治
目
的
の
も
の
は
掲
載
不
可

▼
掲
載
、
不
掲
載
の
連
絡
は
し
ま
せ
ん
▼
締
切
り
は

発
行
日
の
1
ヵ
月
前
▼
掲
載
後
の
責
任
は
負
い
ま
せ

ん
投
稿
・
問
合
せ
先
　
広
報
課
(〒
圀
千
住
一
―
五
〇
一

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
部
落
差
別
(
1
)

1部
落
差
別
が
、
私
た
ち
の
社
会

に
あ
る
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う

か
。
同
和
問
題
を
正
し
く
理
解
す

る
た
め
に
は

、
部
落
差
別
の
歴
史

を
知
る
必
要
か
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は

、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
長

い
歴
史
の
縄
過
の
な
か
で

、
支
配

者
が
権
力
維
持
の
た
め
に
作
っ
た

身
分
制
で
あ
る
こ
と
で
す
。

戦
国
時
代
、
支
配
者
で
あ
る
戦

国
大
名
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
立

場
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
民

の
大
部
分
を
占
め
、
米
の
生
産
に

従
事
し
て
い
た
農
民
を
ど
の
よ
う

に
支
配
す
る
か
か
大
き
な
課
胆
で

し
た
。

農
民
か
ら
支
配
権
力
の
座
に
つ

い
た
豊
臣
秀
吉
は
、
農
民
の
力
を

よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
農
民
の

力
を
も
き
と
り
完
全
に
支
配
す
る

た
め
に
「

ま
ず
「
刀
狩
り
」
で
大

衆
の
武
器
を
と
り
あ
げ
、「
検
地

」

に
よ
っ
て
農
民
を
田
畑
に
し
ぱ
り

つ
け
ま
し
た
。

こ
の・
刀
狩
り
や
検
地
は
、
農
民

か
ら
武
器
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
武
士
と
農
民
と
を
分
離
さ

せ
る
と
と
も
に
そ
の
身
分
を
固

化
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
ま
し
た

。

こ
の
よ
う
な
政
策
が
江
戸
時
代

に
な
り
、
徳
川
幕
府
の
民
衆
支
配

の
必
要
か
ら
、
「
身
分
制
度
」
と

し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
の
で
す

。

徳
川
幕
府
が
、
全
人
口
の
七
%

し
か
な
い
武
士
階
級
を
も
っ
て
、

圧
倒
的
多
数
で
あ
る
民
衆
支
配
を

し
え
た
の
は
、
武
力
を
独
占
し
て

い
た
こ
と
で
す
。
こ
の
武
力
を
も

と
に
民
衆
を
お
さ
え
つ
け
る
、
さ

ま
ざ
ま
な
制
度
や
法
律
を
つ
く
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
強

力
に
す
す
め
ら
れ
た
の
が
「
士
・

農
・
エ
・
商
」
と
い
わ
れ
る
身
分

制
度
で
す
。
こ
の
身
分
制
度
に

つ
て
、
職
業
や
結
婚
に
至
る
ま
で

制
限
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
身
分
か

世
襲
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

そ
の
後
、
徳
川
幕
府
は

。
こ
の

身
分
制
度
を
一
層
強
固
に
す
る
た

め
、
士
・
農
・
エ
・
商
の
下
に

。

「
え
た
、
ひ
に
ん

」
と
い
う
、
さ

ら
に
低
い
身
分
を
制
度
と
し
て
つ

く
り
、
一
定
の
地
域
に
住
ま
わ
せ

た
の
哂
、す
。
こ
れ
が
、
現
在
ま
で

残
さ
れ
て
い
る
部
落
差
別
の
は
じ

ま
り
で
あ
り
、
土
地
に
ま
つ
わ
る

差
別
の
は
じ
ま
り
で
す
。

○
同
和
問
題
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は

、区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ

。

開
設
し
ま
し
た

足
立
作
業
訓
練
所

最
近
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復

帰
の
問
題
が
、
精
神
衛
生
対
策
上

と
く
に
注
目
さ
れ
、
社
会
的
要
請

が
高
ま
っ
て
い
ま
す

。

そ
こ
で
、
区
で
は
回
復
途
上
に

あ
る
精
神
障
害
者
に
作
葉
(
職
能
)

訓
練
を
通
じ
て
「
一
日
も
早
く
病

気
を
克
服
し
、
社
会
復
帰
を
図
る

施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
作
業

訓
練
所
を
開
設
し
ま
し
た

。

所
在
地
　
竹
の
塚
六
-
一
(
上

ニ
ー
一
〇
一
(
足
立
保
健
所
分

室
)

対
象
　
区
内
在
住
の
比
較
的
病
状

か
安
定
し
て
い
る
精
神
障
害
者

で

、
社
会
復
帰
へ
の
意
欲
が
あ

る
方

定
員
　
十
五
名

期
間
　

各
人
に
応
じ
指
導
貝
決
定

費
用
　
無
料
(
た
だ
し
、
交
通
費
、

昼
食
代
、
社
会
見
学
賢
な
ど
は
、

各
自
負
担
)

内
容
　
毎
週
月
曜
～
金
曜
日
(
祝

日
は
除
く
)
午
前
九
時
～
午
後

四
時

▽
作
業
訓
練

▽
生
活

馴
練

▽
就
労
指
導

問
合
せ
先
　

足
立
保
鑰
所
業
務
第

一
係

　
(
五
五
一
四
一
五
一

食
中
毒
の
予
防
に
つ
い
て

今
年
も
ま
た
食
中
毒
の
季
節
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。
昨
年
は
、
東

京
都
内
だ
け
で
百
四
十
六
件
も
食

中
毒
が
お
こ
り
、
そ
の
大
都
分
が

六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
発
生
し

て
い
ま
す
。

食
中
毒
は
、細
菌
性
の
も
の
と

化
学
性
の
も
の
に
わ
け
ら
れ
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
細
菌
畦
の
も
の
で

す
。そ

こ
で
、
食
中
毒
の
原
因
と
な

る
細
菌
の
種
類
と
予
防
に
つ
い
て

簡
単
に
脱
明
し
て
み
ま
し
I
つ
。

ま
す
、
種
類
は
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
が
、
主
な
も
の
と
し
て
は
腸

炎
ビ
ブ
リ
オ
・
ぶ
ど
う
球
薗
・
サ

ル
モ
ネ
ラ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。こ

の
う
ち
、
夏
に
最
も
多
く
発
生
す

る
の
が
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
で
、
海
水

中
に
生
息
し
て
い
て
、
魚
や
貝
類

に
付
着
し
ま
す
。

こ
の
細
菌
は
、
海
水
(
塩
分
約

三
%
位
)
の
塩
分
か
あ
れ
ば
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
き
ま
す
。

日
本
で
は
、
魚
や
貝
類
を
生
で

食
べ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
毎
年

こ
の
菌
に
よ
る
食
中
毒
か
一
番
多

く
発
生
し
て
い
ま
す
。

生
も
の
は
で
き
る
だ
け
や
め
て

加
熟
を
す
る
こ
と
、加
熟
で
き
な

い
「
さ
し
み
」類
は
、
買
っ
た
ら

す
ぐ
冷
蔵
庫
に
入
れ
、
早
め
に
食

べ
る
よ
う
に
し
ま
し
I
つ
。

次
に
多
く
発
生
す
る
の
が
、
ぶ

ど
う
球
菌
に
よ
る
食
中
毒
で
す
。

こ
の
菌
は
「
に
き
ぴ
」
や
切
僑
の

化
の
う
し
た
と
こ
ろ
に
い
る
細
菌

で

、
増
え
る
た
び
に
毒
素
を
出
し

ま
す
。
こ
の
菌
が
食
べ
も
の
や
、

食
器
な
ど
に
つ
く
と
食
中
毒
を
お

こ
す
の
で

、
調
理
す
る
前
に
は
必

ず
手
指
を
よ
く
洗
っ
て
く

だ
さ

い
。
ま
た
、
手
指
に
切
傷
や
水
虫

の
あ
る
人
は

、
な
る
べ
く
調
理
を

し
な
い
こ
と
で
す
。

食
中
毒
の
細
菌
は
、
伝
染
病
の

病
原
菌
と
違
い
、
人
か
ら
人
へ
の

感
染
は
し
ま
せ
ん
。
そ
の
点
安
心

で
き
ま
す
が
、
細
菌
は
小
さ
な
目

に
見
え
な
い
生
き
も
の
で
す

。
こ

の
生
物
が
生
存
す
る
た
め
に
は

、

三
つ
の
条
件
が
必
要
で
す

。
一
つ

は
水
分
、
も
う

】つ
は
栄
養
分
、

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
温
度
で
す
。

こ
の
三
つ
か
そ
ろ
う
と
、
菌
は
増

え
つ
づ
け
ま
す
。

逆
に
、
こ
の
う
ち
の

】つ
で
も

条
件
に
合
わ
な
い
と
(

例
え
ば
温

度
が
五
度
以
下
に
な
っ
た
と
き
)

増
え
る
の
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

細
菌
は
熟
に
弱
い
の
で
、
食
べ

も
の
は
十
分
に
加
熟
す
れ
ば
、
ほ

と
ん
ど
死
ん
で
し
ま
い
ま
す

。

こ
の
夏
は
、
食
中
毒
を
お
こ
さ

な
い
よ
う
、
十
分
に
注
意
し
ま
し

ょ
う

。
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ご参加ください
総合スポーツ

センター
総合スポ ーツセン ターでは、 健康 ・

体力づくりの ために、各種 の教室 を予

定しています。今回の教室 の他に も、

卓球、バド ミントン など個人 でもプレ
ーができますので、お気軽にご利 用で

きます。

募集して います
研究グループ

各種教室の受講生
消
費
者
問
題
の

調
査
研
究
グ
ル
ー
プ

こ
れ
は
食
品
添
加
物
、
洗
剤
、
物

価
等
消
費
生
活
上
の
テ
ー
マ
に
つ
い

て
、
消
費
者
の
皆
さ
ん
に
調
査
・
研

究
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
消
費
生

活
に
対
す
る
関
心
と
知
識
*
■
高
め
、

消
費
者
の
グ
ル
ー
プ
化
、組
織
化
を

図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

内
容
　
消
費
生
活
卜
の
只
体
的
テ
ー

マ
に
っ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
調
査
・

研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
年
二

回
レ
ポ
ー
ト
(
-
-
平
宇
程
度
)
で

報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す

応
募
資
格
　
区
内
に
住
ひ
消
費
者
五

名
程
度
で
グ
ル
ー
プ
そ
構
成
し
、

グ
ル
ー
プ
単
位
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

募
集
グ
ル
ー
プ
数
　
(

グ
ル
ー
プ

謝
礼
　

匸
グ
ル
ー
プ
年
三
万
円

期
間
　
二
年
間

申
込
期
限
　

六
月
卜
七
日

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
用
紙
(
出

張
所

、経
済
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
)

に
記
入
の
う
え

、
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
(
申
し
込
み
多
数
の
場
合

は
抽
選
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
消
費
者
七
ン
タ

―
(
〒
|? 0

千
住
仲
町
『

　
(
七

勹
二

三
九
一
)

英
会
話
教
室

期
間
　
七
月
五
日
?
t
-
1
月
二
丿
九

日
の
毎
週
土
曜
日
(
延
一
7
に
日
間
)

時
間
　
午
後
六
時
～
八
時

対
象
　
区
内
在
住
の
高
校
生
以
上
の

初
心
者
の
方

定
員
　
四
十
五
名
(

定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
)

費
用
　
無
料
(
教
材
費
は
自
己
負
担
)

申
込
期
限

六
月
九
日
(
当
日
消
印

有
効
)

申
込
方
法
　
往
復
(
ガ
キ
に
講

座

名
、
住
所
、
氏
名
、
性
別
、年
齢
、

職
業
ま
た
は
学
校
名
、
電
話
番
号

を
記
入
の
う
え
、
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

。

申
込
・
問
合
せ
先
　

教
育
セ
ン
タ
ー

(
〒

1? |
竹
の
塚
ニ
ー
ニ
五
一
ニ

ー

(
五
○
-

八
(
〇
一
)

花
畑
セ
ン
タ
ー

の
各
教
室

花
畑
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
の
各
教

室
を
開
催
し
ま
す
'
　
s
気
軽
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

□
手
芸
教
室
(
ク
ラ
ン
邑
勹

ク
)

日
時
　
六
月
ニ
ト
六
日
(
木
)
午
後

一
時～
四
時

定
員
　
二
十
名
(
先
著
順
)

費
用
　
無
料
(材
料
費
は
自
己
負
担
)

申
込
期
限
　
六
月
二
十
二
日

申
込
方
法
　
材
料
費
を
添
え
て
直
接

窓
口
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

□
生
活
教
室
(
ゆ
か
た
を
楽
し
く
着

よ
う
)

日
時
　
六
月一一
卜
日
(
金
)
午
後
一

時
1
二
時

定
員
　
二
十
名
(
先
着
順
)

費
用
　
無
料

申
込
方
法
　
六
月
七
日
(
土
)
午
前

九
時
か
ら
窓
口
で
受
付
け
ま
す

申
込
・
問
合
せ
先
　
い
ず
れ
の
教
室

も
、
花
畑
セ
ン
タ
ー
(
　
(
五
〇
-

二
六
一
七
)

受
付
中
で
す

足
立
区

育
英
資
金
貸
付

大
学
、
お
よ
び
高
校
に
在
学
し
て

い
る
方
(
昭
和
五
十
六
年
度
入
学
予

定
者
を
含
む
)
で
育
英
賢
金
の
賃
付

を
希
望
さ
れ
て
い
る
方
、
申
し
込
み

を
受
付
中
で
す
。
お
早
め
に
申
し
込

み
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
振
興
係

区
民
芸
能
大
会
を

開

催

今
年
で
区
民
芸
能
大
会
も
、
二
十

四
回
を
迎
え
ま
す
。
土
曜
日
の
ひ
と

と
き
、
区
民
芸
能
大
会
を
ご
覧
に
な

っ
て
、
す
ご
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
I

つ
か
。

日
時
　
六
月
七
日
(
土
)
午
前
十
蒔

?
午
後
四
時
三
十
分

場
所
　
文
化
会
館
(
中
央
本
町
丁

一
七
丿
一
)

問
合
せ
先
　
商
工
係

家
屋
を

新
築
・
改
築

さ
れ
る
方
へ

住
居
表
示
実
施
済
地
区
内
に

家
屋
等
を
新
・
改
築
さ
れ
た
方

は
、
住
居
表
示
に
よ
る
住
居
番

号
(
住
所
)
を
付
け
る
た
め
の

届
出
が
必
要
で
す
。

こ
の
届
出
を
さ
れ
ま
せ
ん
と

疋
し
い
住
所
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
転
入
・
転
居
届
が
で
き

ま
せ
ん
。届
出
に
は
、
建
築
確

認
通
知
書
と
印
か
ん
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
住
居
表
示
係

夏
花
品
評
会
と
即
売
会

日
時
　
六
月
十
(
日
(
水
)
=
・
正
午
～

午
後
五
時
、六
月
十
九
日
(
木
)

・
:
午
前
九
時
～
午
後
二
時

場
所
　
産
業
振
興
館
(
区
役
所
隣
)

※
足
立
花
卉
農
藁
協
同
組
合
に
よ
る

鉢
花
類
の
即
売
を
行
い
ま
す
。
な
お

両
日
と
も
先
着
二
百
名
の
方
に
切
花

を
さ
し
あ
け
ま
す
。
ま
た
花
の
相
談

コ
ー
ナ
ー
を
M
設
し
ま
す
の
で
、
ど

ん
な
こ
と
で
も
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
農
産
係

掲
示

板

東
京
消
防
庁
消
防
官
(

大
学
卒
甲
)
募
集

採
用
予
定
人
員
　
若
干
名

受
験
区
分
　
法
律
、
建
築
、強
電

、

弱
電
、化
学
、物
理
、土
木
「
機
械

受
験
資
格
　
①
学
校
教
育
法
に
よ

る
大
学
(
短
期
大
学
を
除
く
)

卒
業
の
学
歴
を
有
す
る
者
、
お

よ
び
昭
和
五
十
六
年
三
月
大
学

卒
業
見
込
の
者
で
、
昭
和
二
十

六
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ

た
男
子

②
日
本
国
籍
を
有
す

る
者
、
お
よ
ぴ
地
方
公
務
員
法

第
十
六
条
に
該
当
し
な
い
者

試
験
日

第
一
次
・・・
七
月
十
二
日

申
込
・
問
合
せ
先

東
京
消
防
庁

人
事
部
人
事
課

宣

二

二
-

二
一
二

家
庭
用
計
量
器
検
査

ご
家
庭
で
使
用
中
の
計
量
器
検

査
を
次
の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

ま
た
、
検
査
の
結
果
不
良
品
の

調
盤
も
し
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
計
量
器
　
体
温
計
、寒
暖
計
、

血
圧
計

、
ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
、

キ
y
チ
ン
ス
ケ
ー
ル
な
ど
の
家

庭
用
は
か
り

日
時
　
六
月
十
日
(
火
)
・
十
一

日
(
水
)

、
午
前
十
時
～
午
後

四
時

場
所
　

▼
六
月
十
日
・・・
足
立
区
舎

人
小
売
市
場
(
舎
人
町
二
一
二

二
都
住
第
二
団
地
内
)

▼
六

月
十
一
日
・・・
足
立
区
鹿
浜
小
売

市
場
(
鹿
浜
五
上

一
四
都
住
鹿

庚
五
丁
目
団
地
内
)

費
用
　
検
査
・
調
盤
料
無
料

問
合
せ
先
　
東
京
都
計
量
協
会

　
四
三
四
-
六
五
九
一

技
術
向
上
訓
練

請
習
会

□
建
築
(
2
)
製
図

期
日
　
七
月
四
日
?
九
月
十
二
日
(

延
三
十
日
閧
)

定
員
　
三
十
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　
六
千
五
百
円

申
込
期
間
　
六
月
三
日
?
十
四
日

□
C
V
ケ
ー
ブ
ル
の
端
末
処
理
法

期
日
　
六
月
十
四
日
(
昼
)
・
十

六
日
(
夜
)
・
十
七
日
(
夜
)

定
員
　
二
十
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　
四
千
五
百
円

申
込
期
間
　
六
月
四
日
～
五
日

□
ス
ク
ー
リ
ン
印
刷

期
日
　
七
月
(
日
～
十
(
日
(
延

七
日
閧
)

定
員
　
三
十
六
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　
千
円

申
込
期
間
　
六
月
九
日
～
二
十
一

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先
　
い
ず

れ
も
、
赤
羽
高
等
職
業
訓
練
校

　
九
〇
九
i
(
三
三
四

消
費
生
活
講
座

日
時
　
六
月
十
二
日
～
七
月
二
日

(
毎
週
木
曜
日
、
延
四
日
閧
)
、

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時

場
所
　
東
京
都
消
費
者
セ
ン
タ
ー

江
東
支
所

内
容
　
「
か
ん
」
に
つ
い
て

対
象
　
一
般
都
民

定
員
　

五
十
名
(
先
署
順
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
東
京
都
消
費

者
セ
ン
タ
ー
江
東
支
所

　
六

三
五
-
○
九
一
五

短
期
技
能
講
習
会

水
質
管
理
技
術

日
時
　
六
月
十
日
?
十
(
日
(
六

日
間
)
、午
後
六
時
～
九
時

場
所
　
江
戸
川
高
等
職
業
訓
練
校

定
員
　
五
十
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　
千
円

申
込
方
法
　
直
接
窓
口
へ

申
込
期
間
　
六
月
二
日
～
七
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
江
戸
川
高
等

職
業
訓
練
校

　
六
荅
不
一

四
四
一

労
働
講
座

□
使
用
者
の
た
め
の
労
働
講
座

日
時
・
内
容
　
▼
六
月
十
盲
・
・
・
[

臨
時
工
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

と
労
働
法
」▼
六
月
十
三
日

・
・
ム
企
業
と
労
働
組
合
」▼

六
月
十
七
日
・
:
「8
0
春
闘
を
顧

み
て
」(
時
間
は
、い
ず
れ
も

午
後
二
時
～
四
時
三
十
分
)

対
象
　
経
営
者
、
人
事
労
務
担
当

者
、
一
般
都
民

定
員
　
百
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　
無
料

申
込
方
法
　
一

話
で
左
記
へ

□
や
さ
し
い
労
働
講
座

日
時
・
内
容
　
▼
六
月
十
日
=
・

「労
働
法
概
諭
」▼
六
月
十
三

日
=
・
「労
働
基
準
法
I
I
賃
き

▼
六
月
十
七
日
・
・
・
[
同
1
1
1
労

働
時
間
」▼
六
月
二
十
日
・
=

「同
Ⅲ
-
労
働
契
約
・
就
業
規

則
」▼
六
月
二
十
三
日
・
・
「

労
働
組
合
法
I
-
組
合
活
動
と

団
体
交
渉
」▼
六
月
二
十
七

日
・
=
「同
n
-
労
働
協
約
」(
時

閧
は
、い
ず
れ
も
午
後
六
時
～

午
後
(
時
)

対
象
　

一
般
都
民

定
員
　
百
名
(
先
着
順
)

受
講
料
　

無
料

申
込
方
法
　
電
話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い

※
場
所
は
、
両
講
座
と
も
東
京
都

北
都
労
政
会
館
(
北
区
岸
町
一
-

六
-
一
七

王
子
労
政
募
務
所
内
)

申
込
・
問
合
せ
先

い
ず
れ
も
、

王
子
労
政
事
務
所

　
九
〇
〇
-

○
一
一
七

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
ク
ー
ル

日
時
　
六
月
二
十
五
日
、七
月
二

日
・
九
日
(
延
三
日
聞
)
午
後

一
時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

場
所
　
心身
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象

一
般
区
民

定
員
　
六
十
名
(
先
着
順
)

費
用
　
無
料

申
込
期
限
　
六
月
二
十
日

申
込
方
法
　
一
括
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
区
社
会
福
祉

協
議
会

　
(
(
(
j
―
五
五
O

住
宅
や
住
宅
用
地
を
取
得
し

た
と
き
の
不
励
産
取
得
税
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
取
得
し
た
日
か

ら
六
十
日
以
内
に
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い

。

問
合
せ
先
　

都
税
事
務
所

車
い
す
利
用
者
招
待

内
容
　
研
ナ
オ
コ
リ
サ
イ
ク
ル

日
時
　
六
月
二
十
九
日
(
日
)
午

後
四
時
三
十
分
鬨
演

場
所
　
渋
谷
公
会
堂

招
待
人
数
　
車
い
す
利
用
者
五
名

申
込
期
限

六
月
二
十
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
日
本
チ
ャ
リ

テ
イ
協
会

　
三
四
}
I
O
(

○
=
。
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0


